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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）に基づく不動産取得税賦課処分に係る審査請求につ

いて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○都税事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が請求人に対し平成２８年１１月８日付けで行った、別

紙物件目録記載の土地（以下「本件土地」という。）の取得に係

る不動産取得税賦課処分（別紙処分目録記載のとおり。以下「本

件処分」という。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人の主張は、要するに次のとおりであり、本件土地に係る

課税標準が不当であるとして、本件処分の取消しを求めるものと

解される。  

   正当な価格の反映のない不動産価格を元に課税するので、都税

事務所は諸悪の根源となっている。  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年５月３０日  諮問  

平成２９年６月３０日  審議（第１０回第３部会）  

平成２９年７月２６日  審議（第１１回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  本件処分について  

⑴  法令等の定め  

   ア  不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の

都道府県において、当該不動産の取得者に課するとされてい

る（法７３条の２第１項、１条２項）。  

   イ  不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における

不動産の価格とするとされ（法７３条の１３第１項）、その

価格は「適正な時価」をいうとされている（法７３条５号）。  

   ウ  都道府県知事は、固定資産課税台帳に価格が登録されてい

る不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動

産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとされて

いるが、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されてい

ない不動産又は固定資産課税台帳の価格により難いときにつ

いては、総務大臣が定める評価基準によって、当該不動産に

係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するもの

とするとされている（法７３条の２１第１項及び２項、１条

３項）。  
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したがって、本件土地について法７３条５号にいう適正な

時価とは、上記のとおり評価基準によって評価した価格をい

うものと解される。  

エ  総務大臣は、評価基準を定め、これを告示しなければなら

ないとされている（法３８８条第１項）。  

オ  東京都特別区の区域内においては、評価基準及び評価基準

に基づいて定められた「東京都固定資産（土地）評価事務取

扱要領」（昭和３８年５月２２日付３８主課固発第１７４号

主税局長決定。以下「取扱要領」といい、評価基準と合わせ

て「評価基準等」という。）により土地の評価を行っている。  

カ  評価基準等によれば、宅地の評価は、各筆の宅地について

評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価格に乗じ

て求めることとされている。そして、各筆の宅地の評点数は、

主として市街地的形態を形成する地域における宅地について

は、「市街地宅地評価法」（路線価式評価法）により、路線

価を基礎にして、「画地計算法」（宅地の奥行、形状、角地

等に応じた画地補正率を正面路線の路線価に乗じて基本単位

地積当たりの評点（基本単価）を算出する方法）を適用して、

付設するものとされており、その手順は、以下のとおりとさ

れている。  

(ｱ) 宅地を普通商業地区、普通住宅地区等の用途地区に区分

する。  

(ｲ) 各用途地区について、街路の状況、公共施設等の接近の

状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を

総合的に考慮して、その状況が相当に相違する地域ごとに、

さらに区分する。  

(ｳ) 上記 (ｲ)において区分した地域（以下「状況類似地区」とい

う。）ごとに、街路の状況等及び価格事情が標準的なもの
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で 宅 地 評 価 の 指 標と な る 街 路 （ 以 下「 主 要 な 街 路 」 とい

う。）に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定する（ (ｱ ) 

から (ｳ )までについて、評価基準第１章第３節二・ (一 )・２）。  

(ｴ) 標準宅地について、売買実例価額を基に、正常な条件の

もとにおいて成立する正常売買価格を評定して、適正な時

価を求める。  

なお、標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の

間、基準年度の初日の属する年の前年の１月１日の地価公

示価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた

価格等を活用することとし、これらの価格の７割を目途と

して評定することとされている（取扱要領第２節第５）。  

(ｵ) これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な街路につ

いて路線価を付設する。  

( ｶ ) 主 要 な 街 路 以 外 の 街 路 （ 以 下 「 そ の 他 の 街 路 」 と い

う。）については、主要な街路と比較して、価格形成要因

となる街路条件・交通接近条件・環境条件・行政的条件の

差異を東京都土地価格比準表（平成５年４月１日付５主資

評第２号主税局長決裁、平成２７年１月２０日改正。以下

「比準表」という。）により格差に置き換え、それらの格

差を集計することにより格差率を求め主要な街路の路線価

に乗じて、路線価を付設する（ (ｵ) 及び (ｶ )について、評価基

準第１章第３節二・ (一 )・３及び取扱要領第２節第６）。  

(ｷ ) 路線価を基礎とし、画地の奥行・形状、地勢等に応じて

「画地計算法」による係数を適用して、各筆の宅地の評点

数を付設する（取扱要領第２節第７及び第８節）。  

(ｸ ) 付設された評点数に地積を乗じ、評点１点当たりの価額を

乗じて、価格を求める（取扱要領第２節第７）。  

  価格は基準年度ごとに決定し、第２年度及び第３年度は
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原則として基準年度の価格を据え置く（法３４９条２項及

び３項）が、第２年度及び第３年度においても、地価が下

落し、当該価格を据え置くのでは著しく均衡を失すると認

める場合には、価格を修正する。  

第２年度に当たる平成２８年度の宅地の評価においては、

平成２６年１月１日から平成２７年７月１日までの間に、

標準宅地等の価額が下落したと認められる場合には、法附

則１７条の２第７項の規定により告示された基準（平成２

７年７月１日付総務省告示第２３６号。以下「修正基準」

という。）により、評価額に修正を加えることができると

されている（法附則１７条の２、評価基準第１章第１２節

及び取扱要領第２節第８）。  

なお、東京都では、「修正基準」に基づいて「地方税法

附 則 第 １ ７ 条 の ２に 係 る 平 成 ２ ８ 年度 に お け る 固 定 資産

（土地）の価格の修正について」（平成２８年３月２３日

付２７主資評第５２２号主税局長通達。以下「修正通達」

という。）を定めている。  

キ  東京都においては、不動産取得税に係る価格の決定は、原

則と して 納税 地を 所管 する 都税 事務 所長 に委 任さ れて いる

（東京都都税条例４条の３第１項６号。同条例施行規則３条

４号）。  

⑵  本件土地の価格  

ア  本件土地については、平成２８年９月に処分庁が請求人に

対し従前の賦課処分を行った後、本件土地の間口認定に誤り

があったことが判明したため、処分庁は、本件処分に当たり、

改めて評価基準によって不動産取得税の課税標準となるべき

価格を決定することになったことが認められる。  

イ  処分庁は、本件土地の価格を、以下のとおり算出したこと
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が認められる。  

(ｱ ) 本件土地を含む地域は、戸建住宅、共同住宅等が混在する

住宅地域であることから、用途地区を「普通住宅地区」と

した。  

(ｲ ) 当該用途地区を、さらに、街路の状況、公共施設等の接近

の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみ

て、価格形成要因がおおむね同等と認められる地域ごとに

細分化し、状況類似地区とした。  

(ｳ ) 本件土地が属する状況類似地区の主要な街路に沿接する宅

地のうちから、○○区○○丁目○○番に所在する土地（以

下「本件標準宅地」という。）を標準宅地として選定した。  

(ｴ ) 本件標準宅地の沿接する街路について、評価基準の規定に

基づき、平成２６年１月１日時点の不動産鑑定評価から求

められた価格を活用し、１平方メートル当たりの当該標準

価格○○円の７割を目途として、主要な街路（標準宅地の

沿接する街路）の路線価○○点を付設した。  

(ｵ ) 本件土地の沿接する街路について、主要な街路との間にお

ける価格形成要因の比較を通じ、その差異を比準表により

格差に置き換え、それらの格差を集計した格差率を主要な

街路の路線価に乗じて、路線価○○点を付設した。  

(ｶ ) 本件土地の沿接する街路の路線価を基礎とし、画地計算法

を適用して、本件土地の奥行、間口、形状等に応じた画地

補正を行い、単位地積当たり評点を算出し、これに地積、

評点一点当たりの価額を乗じて、本件土地の価格を求めた。  

具体的には、本件土地は、奥行○○メートル、間口○○

メートルで南側の街路にのみ沿接していると認められるこ

とから、当該街路の路線価○○点に、奥行価格補正率、間

口狭小補正率を連乗して得られた画地補正率を適用し、単
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位地積当たり評点数○○点を求めた。  

法附則１７条の２による修正については、平成２６年１

月１日から平成２７年７月１日までの間に地価下落は認め

られなかったため、修正率は１．００である（修正通達）。  

上記単位地積当たり評点数○○点に修正率（１．００）、

地積（○○㎡）及び評点一点当たりの価額（１．００円）

を乗じて、本件土地の評価額○○円を算出した。  

ウ  処分庁は、上記イにより算出した本件土地の評価額○○円

を、本件土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格

と決定し、法附則１１条の５第１項に規定する課税標準の特

例（宅地を取得した場合において、当該取得が平成１８年１

月１日から平成３０年３月３１日の間に行われた場合に限り、

当該土地の課税標準は価格の２分の１の額とする。）を適用

し、○○円を課税標準額として決定し、本件処分を行ったも

のであることが認められる（本件処分に係る不動産取得税賦

課決 定調 査票 ［土 地］ 、土 地評 価計 算書 （平 成２ ８年 度）

等）。  

また、本件処分に当たり、地目の認定、路線価の付設、時

点修正率や画地計算における補正率の適用及び法附則１１条

の５第１項に規定する課税標準の特例措置の適用も適正にな

されて税額が算出されており、違算等の事実も認められない。  

そうすると、本件処分は、法及び評価基準等の規定に従い、

適正になされたものであり、違法又は不当な点は認められな

い。  

２  請求人の主張について  

請求人は、本件土地に係る課税標準が不当である旨主張するも

のと解される（第３）。  

しかし、法は固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されて
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いない不動産又は固定資産課税台帳の価格により難いときは、評

価基準によって、都道府県知事が不動産取得税の課税標準となる

べき価格を決定するものとしている（上記１・⑴・ウ）。  

そして、評価基準については、「法は固定資産税の課税標準に

係る適正な時価を算定するための技術的かつ細目的な基準の定め

を評価基準に委任したものであること等からすると、評価対象の

土地に適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定

する方法として一般的な合理性を有するもの」である（最高裁判

所平成２５年７月１２日判決（裁判所時報１５８３号２頁）、最

高裁判所平成１５年７月１８日判決（裁判所時報１３４４号１

頁）参照）とされている。   

以上から、本件処分に当たり、評価基準に従って決定した本件

土地の評価額は適正な時価であると認められるから、請求人の上

記主張は理由がない。  

なお、請求人は、都税事務所による情報の非公開性の結果、適

切な不動産価格が市場に反映されていないこと、土地に関する情

報はすべて公表すべきであること等についても本件審査請求にお

いて主張するようであり（審査請求書及び反論書）、口頭意見陳

述においても同趣旨を述べるが、いずれも本件土地を取得した請

求人に対して賦課された不動産取得税（本件処分）の適法性に影

響するものとは認められず、本件処分の取消理由として採用する

ことはできない。  

３  上記以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  
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 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

別紙（略）  


